
令和8年5月26日現在

会社名 役職 代表者 所在地 指名停止期間始 指名停止期間終 期間 理　　　　由

株式会社ＡＹＯＮ 代表取締役 三木　章裕 岡山県美作市江見855-1 令和8年5月20日 令和8年8月19日 3か月

令和8年5月15日、スクールバス運行業務中に前
方確認及び周辺の安全確認が不十分であったこ
とにより、第三者に人身被害を伴う交通事故を
発生させたことは、美作市建設工事等入札参加
資格に係る指名停止等要領（以下「要領」とい
う。）別表第1項アに掲げる指名停止事由に該当
するもの。

ツチダ産業株式会社 代表取締役 永山　久一朗 岡山県津山市一方335-1 令和8年5月19日 令和8年7月18日 2か月

令和8年5月19日執行の入札において無断欠席し
たのは、美作市建設工事等入札参加資格に係る
指名停止等要領（以下「要領」という。）別表
第17項エに掲げる指名停止事由に該当するも
の。
及び第5条第2項第1号による当該期間満了後1年
を経過するまでの間に、同表各号の指名停止事
由に該当する場合、別表各号に定める短期の2倍
の期間とする。

武地林業株式会社 代表取締役 武地　洋一 岡山県美作市猪臥533-1 令和8年4月21日 令和8年6月20日 2か月

令和8年4月21日執行の入札において無断欠席し
たのは、美作市建設工事等入札参加資格に係る
指名停止等要領（以下「要領」という。）別表
第17項エに掲げる指名停止事由に該当するも
の。
及び第5条第2項第1号による当該期間満了後1年
を経過するまでの間に、同表各号の指名停止事
由に該当する場合、別表各号に定める短期の2倍
の期間とする。
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